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株式交換契約締結に関するお知らせ 

 

 当社（以下「ミヤチ」）は、平成１８年２月２８日付「株式交換に関する覚書締結のお知らせ」で発表させて

いただいているとおり、株式会社セイワ製作所（以下「セイワ」）を株式交換によって子会社とすることを決議

し、同日付けで「株式交換に関する覚書」を締結いたしましたが、本日開催された両社の取締役会の承認決議

を経て、本日付けで株式交換契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、今回公

表した以外の事項につきましては、既に公表済みのものと変更はありません。 

 

記 

１．株式交換等の条件等 

（１）株式交換の日程 

・平成１８年３月１４日      株式交換契約書承認取締役会 

                    株式交換契約書締結 

   ・平成１８年３月２２日（予定）  株式交換契約書承認株主総会（セイワ） 

   ・平成１８年４月２７日（予定）  株券提出期日（セイワ） 

   ・平成１８年４月２８日（予定）  株式交換の日 

     

当社は、商法第３５８条の簡易株式交換の規定に基づき株主総会の承認を得ないで、本株式交換を行う

予定です。 

（２）株式交換比率 

会 社 名 ミヤチ（完全親会社） セイワ（完全子会社） 

株式交換比率 １ １６．９ 

① 株式交換の割当比率 

     セイワ株式１株に対して、ミヤチ株式１６．９株を割当交付致します。但し、ミヤチが保有するセ 

    イワ株式５，０００株については、ミヤチ株式の割当は行いません。 

  ② 株式交換比率の算定根拠 

     ミヤチおよびセイワは、第三者機関である三菱ＵＦＪ証券株式会社に株式交換比率の算定を依頼し、 

    同社が行った株式交換比率の分析結果を参考として、当事会社間で慎重に検討の上、上記のとおり株 

    式交換比率を定めました。なお、上記の株式交換比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生 

    じた場合、当事者間の協議により、変更することがあります。 

  ③ 第三者機関による算定方法および算定根拠 

     三菱ＵＦＪ証券株式会社は、市場株価平均法、ＤＣＦ法による分析を行い、それらの分析結果を総 

    合的に勘案して評価を実施しました。  

  ④ 株式交換により発行する株式数 

     普通株式２７０，４００株を発行する予定です。 

 

  



 （３）利益配当の起算日 

     株式交換に際してミヤチが発行する新株式に対する利益配当金の計算は、平成１８年１月１日を起 

    算日といたします。 

 

２．株式交換後の状況 

（１）ミヤチの資本金について 

  ①増加資本金   

    本株式交換に際し、資本金は増加させません。 

  ②増加資本準備金 

    株式交換の日にセイワに現存する純資産額に、セイワの発行済株式の総数に対する株式交換によりミ 

ヤチに移転する株式の数の割合を乗じた額を増加させるものとします。 

 

（２）業績に与える影響について 

    ミヤチの平成１８年６月期の業績に与える影響は軽微で、セイワの売上高、営業利益等がミヤチの業

績に反映されるのは、平成１９年６月期からとなる見込みです。 

     

 

以 上 

  


